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第１ 交通安全対策・広報啓発事業 

 １ 交通事故発生状況 

 （１）三重県の交通事故の状況 

   〇 令和７年中の交通事故死者数（件数）は 59 人（54 件）で、前年比 13 人（９件）増加し

た。 

〇 人身事故件数及び負傷者数は減少したものの、物件事故件数は増加となり、総事故件数

は５年連続で増加した。 

   〇 本年に入り、２月 28 日現在、既に６人の尊い命が失われており、負傷者は 518 人とな

っている。 

 

【全国ワースト順位】 

    ・死者数 13 位（59 人） 

    ・人口 10 万人あたり死者数 ８位（3.45 人） 

 

【令和７年中の交通事故発生状況（令和６年確定値・令和７年暫定値）】 

区 分 総事故件数 

人  身  事  故 

物件事故 
件 数 

うち死亡

事故件数 
死者数 負傷者数 

令和７年中 56,113 件 2,530 件 54 件 59 人 3,034 人 53,583 件 

令和６年中 55,710 件 2,724 件 45 件 46 人 3,334 人 52,986 件 

増

減 

数 403 件 －194 件 9 件 13 人 －300 人 597 件 

率 0.7％ －7.1％ 20.0％ 28.3％ －9.0％ 1.1％ 

【交通死亡事故の特徴】 

   ○ 高齢死者が約６割を占める。 

    ・ 高齢者の死者数は 34 人で構成率 57.6％（前年 25 人、構成率 54.3％） 

    ・ 自動車乗車中 16 人、二輪車乗車中３人、自転車乗用中３人、歩行中 12 人 

   ○ 車両単独事故が約４割を占める。 

    ・ 車両単独事故は 19 件で構成率 35.2％（前年 14 件、構成率 31.1％） 

    ・ 工作物等衝突 12 件、路外逸脱３件、その他４件 

○ 飲酒運転事故の根絶に至っていない。 

・ 原付以上第１当事者の事故 54 件中、飲酒運転は３件で構成率 5.6％ 

（前年 44 件中６件、構成率 13.6％） 

   ○ 自動車乗車中死者のうち、シートベルトの非着用者が約５割を占める。 

    ・ 自動車乗車中の死者 34 人中、シートベルト非着用者は 16 人で構成率 47.1％ 

     （前年 23 人中 12 人、構成率 52.2％） 

   ○ 歩行中死者が約３割を占める。 

    ・ 歩行中は 16 人で構成率 27.1％（前年 46 人中 15 人、構成率 32.6％） 

    ・ 横断歩道横断中０人、横断歩道以外横断中８人、路上横臥２人、その他６人 

 

 （２）全国の交通死亡事故発生状況 

    全国の交通事故死者数は 2,547 人（前年比－116 人、－4.4％）と減少した。 

    一方、全死者数に占める 65 歳以上の高齢死者（1,423 人（前年比－90 人））の割合が 55.9％

と高水準で推移しているほか、飲酒運転やながらスマホなど悪質・危険違反に起因する交通

事故が後を絶たないなど、交通事故情勢は依然として厳しい状況にある。 
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２ 交通事故死者数の抑止目標 

 （１）全国の目標 

国が策定した第 12 次交通安全基本計画（令和８年度から令和 12 年度）では、年間の交通

事故死者数を 1,900 人以下、重傷者数を 20,000 人以下とし、「世界一安全な道路交通を実現

する」という目標を掲げており、今後も引き続き交通事故死者の更なる減少に取り組んでい

くこととしている。 

 

 （２）三重県の目標 

    三重県交通安全対策会議（会長 三重県知事）が策定した第 12 次三重県交通安全計画（令

和８年度から令和 12 年度）では、年間の交通事故死者数を 50 人以下、重傷者 360 人以下に

するという目標を掲げており、今後も人命尊重の理念に基づき、究極的には交通事故のない

社会を目指し、交通事故死者等の一層の減少に引き続き取り組むこととしている。 

 

３ 交通安全対策、広報啓発事業の推進 

  当協会は、「地域と住民に密着した活動」、「地域住民に共感が得られる活動」、「協会の顔の見え

る活動」を基本とし、警察、関係機関、各種団体との連携を強化しつつ、交通事故の発生そのも

のを抑止し、交通事故死者数を更に減少させるため、各種の交通安全対策、交通事故防止啓発事

業を推進する。 

なお、各地区における主な重点施策は 12 頁別表のとおり。 

 

 （１）思いやりとゆずりあいで交通事故をなくす年間運動 

    期間：令和８年１月１日から同年 12 月 31 日までの１年間 

    スローガン「やさしさが 安全つなぐ 三重の道」 
～歩行者の ハンドサインは 赤信号～ 

 

 （２）年間重点目標（三重県交通対策協議会と連携した目標） 

    ① こどもと高齢者の交通事故防止 

    ② 横断歩道における歩行者優先の徹底 

    ③ 歩行者の交通ルール遵守の徹底 

    ④ シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

    ⑤ 飲酒運転をはじめとする悪質・危険な運転の根絶 

    ⑥ 自転車・特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメッ      

トの着用促進 

    ⑦ 夕暮れ時
どき

又は天候に応じた早めのライト点灯の推進 

    ⑧ 反射材用品の普及促進 

  

 （３）各季交通安全運動及び交通安全強化日等における運動 

   ア 各季の交通安全運動等 

① 春の全国交通安全運動             ４月  ６日（月）～  ４月 15 日（水） 

② 夏の交通安全県民運動             ７月 11 日（土）～  ７月 20 日（月） 

③ 秋の全国交通安全運動             ９月 21 日（月）～  ９月 30 日（水） 

④ 年末の交通安全県民運動            12 月  １日（火）～ 12 月 10 日（木） 

⑤ 夕暮れ時
どき

、ちょっと早めのライト・オン運動    10 月  １日（木）～ 12 月 31 日（木） 

   イ 交通安全強化日 

① 交通事故死ゼロを目指す日          全国交通安全運動期間中に実施予定 

    ② 交通安全の日                          毎月 11 日 
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    ③ 高齢者交通安全の日（ｾｰﾌﾃｨｰ・ｼﾙﾊﾞｰ・ﾃﾞｰ）  毎月 15 日（Ｓ・Ｓデー） 

    ④ 自転車安全対策強化日（ｾｰﾌﾃｨｰ・ﾊﾞｲｼｸﾙ・ﾃﾞｰ） 毎月 第一月曜日（Ｓ・Ｂデー） 

    ⑤ 三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす推進運動の日    毎年 12 月１日 
 

（４）交通安全対策、広報啓発活動等の内容 

   ア 交通安全対策のための重点目標（三本柱） 

① 横断歩道における歩行者優先の徹底 

      信号機のない横断歩道等における歩行者の保護、安全確保を徹底するため、引き続き

「まもってくれてありがとう運動」を推進するとともに、他機関等とも連携を図るなど

して、歩行者優先の意識の定着を図る。 

 

② シートベルト・チャイルドシート着用の徹底 

事業所及び幼稚園・保育園・こども園の中から「着用推進事業所・幼稚園・保育園・

こども園」を指定のうえ、啓発物品等を贈呈するなど、従業員、園職員及び園児の保護

者への広報や実地指導を通じて、シートベルト及びチャイルドシート着用の徹底を図る。 

 

③ 歩行者、自転車等の交通ルール・マナー遵守の徹底 

幼児、児童の歩行中における交通事故や、高齢歩行者の死亡事故の特徴を踏まえた交

通安全教室を開催するとともに、高齢者交通安全アドバイザーによる反射材用品等の着

用促進に努める。 

また、自転車利用者に対し、自転車安全利用五則の周知と、関係機関と連携し、ヘル

メットの着用を促進する。 

 

   イ 交通安全対策のための取組 

① 新入学児童等に対する交通事故防止対策 

      新入学児童等の交通事故防止に資する交通安全用品（ランドセルカバー、ワークブッ

ク等）を贈呈し、着装、活用することにより、児童はもとより保護者やドライバー等、

地域全体の交通安全意識の高揚を図り交通事故を防止する。 

 

② 高齢者に対する交通事故防止対策 

      交通事故死者に占める割合が高い高齢者に対し、高齢者交通安全アドバイザーが高齢

者宅を訪問して、加齢に伴う身体機能への変化が及ぼす影響や日常生活に必要な交通ル

ールを理解させ、交通死亡事故の抑止につなげる活動を推進する。 

 

③ 飲酒運転の根絶に向けた取組の強化 

「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす条例」に基づく取組を推進するとともに、引き

続き、飲食店及び事業所に対して協力を求め、飲酒運転をさせない「ハンドルキーパー

運動推進店又は事業所」に指定し、「ハンドルキーパー運動」をより一層推進し、飲酒運

転根絶の意識の高揚を図る。 

 

④ 歩行者の交通事故防止対策 

「信号機のない横断歩道は歩行者優先」意識の一層の浸透を図るため、引き続き、通

学時間帯の街頭指導に当たるとともに、「まもってくれてありがとう運動」を推進するほ

か、県警が取り組んでいる「アクション３８キャンペーン」や「ハンドサインキャンペ

ーン」と連携した活動を推進する。 

 

⑤ 自転車の交通事故防止対策 
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自転車事故の増加や運転マナーの低下が社会問題となっており、令和８年４月１日か

ら、自転車の交通違反に交通反則通告制度（青切符）が適用されることとなっている。 

このため、自転車利用時の法令、ルールの遵守を徹底するため、交通安全講話等をは

じめ各種機会を通じて遵法精神醸成のための啓発活動を行う。 

特にヘルメット着用義務に関しては、市町・教育委員会や関係機関と連携した広報啓

発を進めるとともに、自転車通学の多い中学校・高等学校を「自転車安全利用モデル校」

に指定する。 

また、自転車の交通ルール（自転車安全利用五則）及び正しい走行が身に付くよう、

「自転車シミュレーター」を活用した自転車安全教室を開催するほか、自転車の安全利

用に係る動画を作成し、ＹｏｕＴｕｂｅ等を通じて配信する。 

 

ウ 広報啓発活動の取組 

① 街頭における交通安全啓発活動 

      各季の交通安全運動及び交通安全強化日並びに交通死亡事故等重大特異事故再発防止

のための緊急活動の日において、広報車による交通安全広報、街頭・通学路等における

交通安全指導・広報活動を実施するとともに、各種店舗、道の駅、ショッピングモール

等においてもポスターの掲示やチラシ、啓発物品等の配布等を通じて、交通安全意識の

高揚を図る。 

 

② インターネットやＳＮＳを活用した広報啓発 

      ＹｏｕＴｕｂｅを活用した交通安全動画シリーズ（歩行者、自転車等の交通ルール・

マナーに関する動画）の作成・アップロードを行うとともに、市町及び各教育委員会、

賛助会員及び会員の店協賛店等に対し、交通安全情報の定期的なメール配信を推進し、

交通安全意識の高揚を図る。また、啓発の効果を高めるため、インスタグラムを活用し

た広報を実施する。 

 

③ マスメディア等を活用した広報啓発活動 

各種広報啓発活動については、報道機関等に資料提供を行い交通安全協会の活動を広

く紹介し、ＦＭ放送やケーブルテレビなどを活用した効果的な広報啓発を実施する。 

 

④ 機関紙、ホームページ等を活用した広報啓発活動 

      協会機関紙「交通安全みえ」又は各地区協会のオリジナルの「交通安全だより」を発

行するほか、ホームページに各種交通安全情報をアップロードし、交通安全意識の高揚

を図る。 

      さらに、各企業の交通安全担当部署へ機関紙等のデータ配信を行い、企業内での回覧

を通じてより広範な交通安全思想の普及に努める。 

 

⑤ 地域フェスタ、キャンペーン等による広報啓発活動 

大型店舗等において、子ども、大人、高齢者など、対象を絞った参加体験型の交通安

全教室や啓発を行うなど、地域が主催するイベントにも積極的に参加し、交通安全意識

の高揚を図る。 

 

エ 交通安全環境の醸成のための取組 

① サイクル安心保険の広報とＴＳマークの普及 

三重県交通安全条例で義務化されている自転車損害賠償責任保険等への加入広報に努

めるとともに、各種キャンペーン等において自転車点検付帯保険（ＴＳマーク）の必要

性を広報し、その普及を図る。 
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② 無事故・無違反チャレンジ１２３運動への参加 

      県民の交通マナーの向上と交通事故防止を目的に、三重県が主催する 123 日間の無事

故・無違反の達成に挑戦する「無事故・無違反チャレンジ１２３運動」に当協会もその

構成団体として職員が参加するとともに、数多くの県民・事業所等の参加を促す。 

 

③ 交通安全ポスター・作品展への協賛 

      市・町等が主催する「児童交通安全図画ポスター展」に協賛し、入選作品（交通安全

協会会長賞）の表彰を行うとともに、作品を掲示して交通安全意識の高揚を図る。 

 

④ 盲導犬募金の贈呈 

      県下の協力店舗等に設置している中部盲導犬協会「ラブ募金箱」（63 か所）を通じて

集まった募金を同協会に贈呈し、盲導犬の育成支援を通じて、視覚に障がいを有する方々

の交通安全に寄与する。 

 

（５）交通安全教育及び自転車大会等の開催 

   ア 交通安全教室（幼稚園・保育園・こども園・小学校・中学校） 

     園児、児童・生徒に対し、交通安全に関する紙芝居・腹話術・ＤＶＤの上映や講話を行

うほか、横断歩道の安全な渡り方や自転車の交通ルール遵守などを実技指導するとともに、

園児の保護者に対しては、チャイルドシートの正しい着用の実地指導を行うなど、交通ル

ール・マナーの遵守意識と高揚を図る。 

 

イ 交通安全講習会（老人クラブ・地区コミュニティ集会場） 

高齢者や地域住民等に対し、交通安全に関する講話等を行い、交通ルール・マナーの遵

守意識の高揚を図る。 

 

   ウ 事業所に対する講習会 

事業所等に出向き、従業員（新入社員を含む）対象の交通安全講習会等を開催し、交通

安全に関するＤＶＤの上映や講話を行い、従業員の交通ルール・マナーの遵守意識の高揚

を図る。 

 

   エ 交通安全アドバイザー事業 

     県警との委託契約に基づき、交通安全アドバイザーが現地に赴き、幼児、児童、中学生、

高齢者等に対する交通安全指導を行う。 

     また、中学生に対して、ヘルメット着用をはじめとする自転車の安全利用に関する参加・

体験・実践型の交通安全教育を行い、自転車に対する交通反則通告制度の導入に伴い、自

転車利用時の法令遵守の徹底を周知する。 

 

オ 交通安全研修センター事業 

     三重県の指定管理者（第７期１年度目）として、前年度までの実績を踏まえ、団体研修

特化型施設として、設備・機器を活用した「参加・体験・実践」型の交通安全教育を更に

充実させていく。 

特に幼児から高齢者までの全ての県民を対象とする体系的な交通安全教育を進めるとと

もに、地域に根差した交通安全教育指導者の養成及び高齢者の利用拡大を図る。 

 

    ○ 基本的な推進事業 

     ・ 参加・体験・実践型の交通安全研修事業 
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     ・ 交通安全教育指導者養成・資質向上事業 

・ 高齢者重点プログラム事業（パーク・アンド・バス・ライド、シニアラーニング） 

     ・ 特別研修事業（夜間交通事故防止研修、電動キックボード研修、交通安全街頭指導

研修 等） 

    ○ 具体的成果目標  

     ・ 利用者数              5,500 人 

     ・ 高齢者研修受講者数          600 人 

     ・ 指導者養成・資質向上講座受講者数  2,000 人 

     ・ 未就学児及び小中学生受講者数     700 人 

     ・ 利用者の満足度              95％ 

 

カ 第 57 回交通安全子ども自転車三重県大会 

     子どもの交通安全意識の高揚と交通事故防止を図るため、当協会と県警察共催の大会で、

「学科テスト」及び「実技テスト（安全走行）」を６月 13 日（土）に全地区参加で開催す

る。優勝校は８月 10 日（月）に全日本交通安全協会・警察庁共催で開催される第 58 回交

通安全こども自転車全国大会に出場する。 

 

   キ 二輪車安全運転講習等に対する支援活動 

       二輪運転者の安全運転資質の向上と安全で安心できる快適なバイクライフを目的に開催

予定のベーシックライディングレッスン（日本二輪車普及安全協会主催）やＭＴＲＡ（二

輪同好会）安全運転講習に対して、三重中央自動車学校の教習コースを開放し、二輪車特

別指導員及び指導員の講習活動を支援する。 

     令和８年度ベーシックライディングレッスンは 10 月 25 日（日）に三重中央自動車学校

での開催を予定されている。 

 

（６）交通安全資器材の貸出・販売等 

   ア 県安協・地区での貸出・販売 

・ 交通安全教育ＤＶＤ等の貸出   ・ チャイルドシートの貸出 

・ 高齢者マークの販売    ・ 反射材用品の販売 

・ クイックアーム（俊敏性計測器）   ・ クイックキャッチ（俊敏性計測器） 

 

イ 県安協のみでの貸出 

    ・ クイックステップ（俊敏性計測器）   ・ 酒酔い状態体験ゴーグル 

    ・ 反射ゴーグル（反射材の効果体験器）  ・ 自転車シュミレーター（危険予測等） 

    ・ タッチくん（子ども用免許証作成キッド） ・ ミニ制服（警察官モデル子ども用制服） 

    ・ ストッピー着ぐるみ    ・ 交通事故写真パネル 

    ・ おしゃれヘルメット（自転車用）   ・ 大型紙芝居 

 

（７）安全で快適な交通環境づくり 

ア 交通安全施設の点検等 

    ・ 交通事故多発地点及び通学路等の安全施設の点検 

    ・ カーブミラー及び街路灯の清掃と点検 

    ・ 児童を交通事故から守るための危険な交差点付近等へのストップマークの設置と点検 

 

   イ 交通モニター専門員制度の活用 

交通事故防止を目的として、協会会員を中心に委嘱した交通モニター専門員を活用し、

管内における交通上の諸問題を把握し、建設的な改善意見及び要望等を関係機関に提言す
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る。 

 

 ４ 交通安全功労者・優良運転者等及び交通安全俳句・川柳・スローガン作品コンクールの表彰 

 （１）交通安全功労者・優良運転者等の表彰 

   ア 各地区交通安全協会交通安全大会（４月～６月） 

    ・ 諸情勢を踏まえ、各地区単位で開催の是非を判断する。 

    ・ 県協会会長・三重県知事・警察本部長の連名表彰 

      優良運転者表彰は、自主申告制へ移行した以降は年々減少していることから、機関紙

等をはじめ、協力機関・団体、会員の店等での周知を積極的に行い、申請者の拡大に努

める。 

 

   イ 秋の全国交通安全運動期間中に伝達 

    ・ 中部管区表彰～中部交通安全協会協議会会長・中部管区警察局長の連名表彰 

    ・ 交通栄誉章「緑十字銅章」表彰 ～（一財）全日本交通安全協会会長表彰 

 

   ウ 交通安全国民運動中央大会（１月） 

    ・ 交通栄誉章「緑十字金章」「緑十字銀章」 

～（一財）全日本交通安全協会会長・警察庁長官の連名表彰 

    ・ 交通安全優良団体等 ～（一財）全日本交通安全協会会長表彰 

 

 （２）第 23 回交通安全俳句・川柳・スローガン作品コンクールの実施 

    ・ 募集期間  令和８年６月～９月 

    ・ 募集対象  県内在住者及び県内就労者 

    ・ 募集部門  俳句・川柳の部 

            スローガンの部 

    ・ 表彰対象  最優秀賞  各部門１人 

            優秀賞   各部門２人 

    ・ 11 月発表予定 

 

第２ 三重県交通安全活動推進センターの活動 

 １ 道路交通法第 108 条の 31 の定めに基づく「三重県交通安全活動推進センター」としての活

動 

 （１）交通の方法、交通事故防止等交通の安全に関する広報啓発活動 

各季の交通安全運動の期間前から、前記３Ｐ、「第１－３－（４）、（５）」の各種広報啓発

活動を推進する。 

 

 （２）交通事故に関する相談対応 

    県民からの交通事故に関する相談を適切かつ確実に対応するため、月～金（土・日・祝日・

年末年始を除く）午前９時から午後４時までの間、相談員による電話又は面接相談を受理す

る。また、利用向上を図るため，「交通安全みえ」などの機関紙のほか、各種広報紙・ホーム

ページ等を効果的に活用して、その周知を図る。 

 

 （３）道路における工作物又は物件の設置の状況についての調査事業 

    三重県警察本部の委託業務として警察署長の調査指示を受け、道路使用許可に係る「許可

条件の履行状況」及び「原状回復状況」について、必要に応じ現場責任者の立会を求めるな

どして、現場調査・確認を確実に実施し、道路使用の適正確保と事故防止のための活動を推
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進する。 

 

 （４）地域交通安全活動推進委員協議会の育成活動 

    地域交通安全活動推進委員協議会の活性化を図るため、各地区代表委員等を対象に必要に

応じて研修会等を開催するなどして、各委員のスキルアップと活動の充実を図る。 

 

 ２ 交通の安全と円滑を目的に実施する支援活動 

   自動車保管場所登録に係る事業 

    三重県警察本部との委託契約に基づく業務で自動車保管場所登録業務に関し、関係機関・

団体との緊密な連携により迅速かつ適正な登録を実施するとともに、個人情報の保護の徹底

を図る。 

 

第３ 運転免許に関する事務事業 

 １ 運転免許関係事務事業 

   運転免許センター及び各警察署の窓口において、運転免許に関する事務を円滑かつ適切に推

進するため、警察職員との連携をより一層密にして職員の知識・技能の向上を図るとともに、

委託業務を適正に実施する。 

また、「運転免許証更新情報提供事務」及び「高齢者講習情報提供事務」についても、正確な

処理に努める。 

 

 ２ 運転免許証及び運転経歴証明書の郵送事務事業 

各地区交通安全協会窓口において、更新した運転免許証及び申請した運転経歴証明書の郵送希

望者に対し、その郵送及び旧運転免許証返納業務を実施し、運転免許更新者及び運転免許返納者

の利便を図る。 

 

 ３ 三重県収入証紙の販売事業 

   三重県から証紙販売の指定を受けて、運転免許申請（新規、更新、併記等）時における免許

関係手数料、停止処分者講習手数料及び道路使用許可等各種申請に係る手数料の証紙販売を運

転免許事業部、各地区事務局等で適正に行う。 

 

４ 運転免許保有者及び取得しようとする者に対する講習事業 

（１）更新時講習事業 

三重県公安委員会からの委託事業である「更新時講習事業」は、令和７年度から３か年契

約の２年目となる。優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習、初回更新者講習及

び特定任意講習を適正かつ効果的に実施するため、教養及び研修会を随時開催するなど、講

習指導員の更なる資質向上に努めるとともに、講習指導員の総合運用を図る。 

 

 （２）停止処分者講習事業 

三重県公安委員会からの委託事業である「停止処分者講習事業」は、令和７年度から３か

年契約の２年目となる。受講者に運転者としての資質を高めるとともに、交通事故の防止を

図るため、業務検討会の開催等により講習指導員の更なる資質向上に努める。 

 

 （３）原付講習事業 

三重県公安委員会からの委託事業である「原付講習事業」は、令和７年度から３か年契約

の２年目となる。受講者に原動機付自転車の安全運転に関する技能及び知識を習得させるた

め、講習指導員の更なる資質向上に努める。 
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第４ 自動車学校教習等運営事業 

１ 自動車学校の現況 

自動車学校を取り巻く状況は、少子化が進む中、若者の運転免許取得に対する無関心、車離

れ、県内外の低料金・短期卒業をセールスポイントとする合宿教習への流出等により、県内の

指定自動車教習所間での教習生獲得競争が厳しくなっている。 

こうした情勢の下、社会情勢や地域情勢の変化を的確に判断し、時代に合わせた教習方法を

考慮しながら、「クレーム・ゼロ」、「学科・技能教習合格率の向上」、「スケジュール管理

による早期卒業対策」を三本柱とする自動車学校総合対策を引続き強力に推進し、お客様から、

「安全、親切、早い」と評価されるより良い運営を目指す。 

今後、「お客様満足、職員満足、地域満足」を則り、安全・安心で円滑な交通社会を実現する

ため、適切な教習・講習業務を積極的に推進するとともに、増加する高齢者講習受講者の対策

として、受講枠の拡大及び施策に加えて、企業の安全意識に対する企業講習の業務改革に積極

的に取り組むなど、社会情勢に対応した事業を展開していく。 

さらに、地域の交通安全教育センターとして、障がい者安全運転競技会をはじめ、幼稚園児・

小中高校生を対象とした交通安全教室等の交通安全啓発活動を開催することにより、三重中央

自動車学校に対する理解とイメージアップを図り、(一財)三重県交通安全協会の運営する自動

車学校としての責任と社会的使命を果たしていく。 

 

２ 各種講習事業 

（１）三重県公安委員会から委託 

ア 違反者講習      （毎週木曜日に実施） 

イ 取消処分者講習    （月・火曜日に飲酒取消、木・金曜日に一般取消を実施） 

ウ 初心運転者講習    （毎月第二水曜日に実施） 

エ 臨時認知機能検査   （月１、２回実施） 

オ 臨時高齢者講習    （要請後適時実施） 

カ 取得時講習      （四輪車・二輪車・応急救護） 

（２）認定講習 

ア 高齢者講習（認定）  （月、火、水、金曜日に実施） 

     イ 認知機能検査（認定） （原則上記（２）アの前に実施） 

     ウ 運転技能検査     （月曜日から金曜日の原則午後適時実施） 

   （３）その他 

     企業講習         （自動車学校閑散期に教習指導員が実施） 

高齢者講習を中心に各種講習の指定機関として、講習指導員の資質向上と受講環境整備に努

めつつ適正かつ丁寧な教習業務を推進し安定的な運営を行う。 

 

３ 交通安全教育センター活動 

   指定自動車教習所は、単なる運転者養成の役割を果たすだけでなく、地域における安全

で安心な交通社会を実現するため、地域の交通安全ニーズに基づき、 

（１）四季の交通安全運動期間中における街頭活動の実施（年４回 春、夏、秋、年末） 

（２）障がい者安全運転競技大会への支援（10 月）（予定） 

（３）近隣幼稚園・小・中学校・高校生等に対する交通安全教室の開催（未定） 

（４）各種事業所社員に対する安全運転指導（未定） 

（５）各種学校、福祉施設、老人クラブ等への講師派遣（未定） 

を推進することとする。 
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第５ 会員加入促進事業 
１ システムを活用した適正な会員管理の推進 

会員管理システムについては、入力情報の確実な確認・修正を行うなど、適正な会員管理を

推進する。 

 

２ 会員加入促進対策の推進 

・ 運転免許事業部及び各地区事務局に年間会員加入目標件数を設定し、窓口職員に会員加入

促進対策を動機づけるとともに、申請者等に対する応接技術の向上を図る。 

・ 入会の促進と「会員の店」の利用を図るため、会員の店「特典ガイド」を更新するととも

に、同ガイドを紹介する店舗の拡充を図る。また、「会員の店」制度を魅力あるものとするた

め、協賛内容の充実に努める。 

・ 賛助会員加入促進対策として、当協会ホームページ内の「賛助会員サイト」を充実させる

とともに、賛助会員の社会貢献を広報し、会員拡大につなげていく。 

・ 交通安全協会の諸活動が広く県民に理解されるよう、マスメディア、市町広報誌、タウン

誌を活用した広報を推進する。 

 

第６ 会議等 

 １ 会議 

 （１）三重県交通安全協会主催による会議 

   ○ 県下地区事務局長会議         ・・・ ４月 27 日（月）自動車学校 

   ○ 監査会（令和７年度）         ・・・ ５月 26 日（火）自動車学校 

   ○ 第 56 回理事会           ・・・ ６月  ８日（月）プラザ洞津 

   ○ 第 31 回評議員会・第 57 回理事会   ・・・ ６月 22 日（月）プラザ洞津 

   ○ 第 58 回理事会           ・・・11 月 16 日（月）プラザ洞津 

   ○ 第 59 回理事会・第 32 回評議員会  ・・・令和９年３月上旬：場所未定 

 

 （２）リモートシステムを活用した会議 

状況に応じ、上記会議をリモートシステムによる開催とする。このほか、随時、職員会議

に活用することにより、意見交換や情報共有を図るとともに、開催に係る時間、経費等の軽

減を図る。 

 

 （３）全日本交通安全協会主催による会議   

   ○ 都道府県安協専務理事等会議 ・・・令和９年３月中旬予定 東京：アルカディア市ヶ谷 

 

 （４）中部交通安全協会協議会主催による会議 

   ○ 総会        ・・・ ７月 16 日（木）岐阜：岐阜キャッスルイン 

   ○ 事務局長会議    ・・・11 月 ５日（木）三重：プラトンホテル四日市 

 

 ２ 研修等 

 （１）採用時研修 

４月１日、令和８年度採用者に対して、関係所属長が業務内容や留意事項をレクチャーし、

協会職員として職務を遂行するために必要な知識を研修させる。 

 

 （２）昇任・登用前研修 

    職員昇任・登用選考合格者を対象に、当協会の現状と課題を踏まえ、上位職に求められる

職責、職制上の知識、技能など多岐の項目にわたり研修を行う。 
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    特に、職場環境、業務の改善については、コミュニケーション力アップを含め、リーダー

シップやチームワーク・部下育成力の向上に資する研修とする。 

 

 （３）階層別研修 

 人材育成と職員のスキルアップの一環として、職制に応じた機能・役割を自覚・意識させ

るため、上記（２）とリンクした課長・所長・局長、係長、主任研修を必要に応じて行う。 

 

（４）各種ツールを活用した教養の実施 

当協会の業務実態や職員を一同に集めた集合研修の実施は難しいことや、時間、経費の負担

を軽減する観点から、メール配信や教養資料の配布等による効率的な教養を継続的に実施する。 

 

 ３ 各種団体・事業所等との良好な関係の保持と緊密な連携活動 

   三重県交通対策協議会の一員として、三重県地域交通安全活動推進委員協議会をはじめ、日

本自動車販売協会連合会三重県支部（三重県自動車販売協会）、三重県軽自動車協会、三重県自

動車会議所、三重県自動車整備振興会、三重県自転車協同組合、三重県自家用自動車協会、三

重県安全運転管理協議会、三重県二輪車普及安全協会、三重県ＰＴＡ連合会など、交通安全に

関係する機関・団体等と相互の協力・支援活動を積極的に推進する
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別 表 

地区名 主 な の 重 点 施 策 

桑 名 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 歩行者の交通ルール遵守の徹底 

いなべ 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 自転車・特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメ

ットの着用促進 

四日市

北 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

○ 反射材用品の普及促進 

四日市

南 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 自転車・特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメ

ットの着用促進 

四日市

西 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 自転車・特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメ

ットの着用促進 

○ 反射材用品の普及促進 

亀 山 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 自転車・特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメ

ットの着用促進 

鈴 鹿 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 反射材用品の普及促進 

津 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 自転車・特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメ

ットの着用促進 

津 南 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 自転車・特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメ

ットの着用促進 

松 阪 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 飲酒運転をはじめとする悪質、危険な運転の根絶 

大 台 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 歩行者の交通ルール遵守の徹底 

伊 勢 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 自転車・特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメ

ットの着用促進 

鳥 羽 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 自転車・特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメ

ットの着用促進 
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尾 鷲 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 自転車・特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメ

ットの着用促進 

熊 野 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 歩行者の交通ルール遵守の徹底 

紀 宝 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 歩行者の交通ルール遵守の徹底 

伊 賀 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 自転車・特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメ

ットの着用促進 

○ 飲酒運転をはじめとする悪質、危険な運転の根絶 

名 張 

○ こどもと高齢者の交通事故防止 

○ 横断歩道における歩行者優先の徹底 

○ 夕暮れ時又は天候に応じた早めのライト点灯の推進 


